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北九州市保健福祉局介護保険課    
介護サービス担当課長 吉竹 明紀子  

 
高齢者福祉施設等における風水害対策の強化について 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、日々、ご対応いただくととも

に、本市の保健福祉行政推進にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 
今年も集中豪雨や台風など、自然災害が発生しやすい季節になりました。 
今般、災害対策基本法が改正され、避難勧告が避難指示に一本化される等の変更

が行われておりますので、貴施設等の非常災害対策に関するマニュアル等を見直し

ていただくと共に、下記の項目を再度ご確認いただき、災害発生時に備える体制の

確認をお願いします。 

災害は、いつ何時やってくるかも知れません。防災情報や気象情報には常に注意

を払い、情報収集に努めていただき、災害発生時には、利用者・入居者等の安全確

保を第一とし、迅速に対応されるようお願いします。 
なお、風水害等による被害等があった場合は、速やかにご報告くださいますよう

お願いします。 

※１ 介護保険施設等における非常災害対策について 
北九州市トップ⇒くらしの情報⇒福祉・人権⇒介護⇒介護サービス事業者向け情報について

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/16800380.html 
 

 【問い合わせ先】北九州市保健福祉局地域福祉部介護保険課 
  施設サービス係         担当：木村、篠木  
  居宅サービス係         担当：福富 
  電話          ０９３－５８２－２７７１ 

・施設等の立地場所およびその周辺の災害危険区域  

 → 大雨などに備えて、施設（事務所）の周辺環境はどうなっていますか？ 

・必要な防災情報や気象情報の入手方法  

 → 必要な情報はどこでとれますか？ 

・災害時の職員体制や、役割分担  

 → 職員は、どのように集まりますか？また、役割は決まっていますか？ 

・避難場所や避難方法、避難経路  

 → どうなったら、どこに、どうやって避難しますか？ 

 

 
必ず定期的に確認し、決めておきましょう！！ 

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/16800380.html





